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Ⅰ 総論 
１ 目的 
  年々少子化が進行する我が国で、次代の子どもが健やかに生まれ、育成される環境

の整備を図るため、次世代育成支援対策推進法が平成 17 年に施行された。当初は、

平成 27 年までの時限立法であったが、平成 37 年 3 月まで 10 年間延長されることと

なり、また、平成 27 年 8 月に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が成

立され、当組合でも、多様な雇用形態のある現代で、職員の職業生活と家庭生活との

両立に関し、本人の意思が尊重され、個々の持つ個性と能力を十分発揮できるように

職場をあげて支援するため、本行動計画を策定するものとする。 
 
 ２ 計画期間 
   令和３年４月１日より令和８年３月３１日までの５年間 
 
 ３ 計画の周知体制 
   女性職員の活躍の推進に関して、管理職員や職員に対し、情報提供等を実施する。 
 
 ４ 計画の公表 
   行動計画に基づく取組の実施状況をホームページで公表する。 
 
Ⅱ 具体的な内容 
１ 女性職員の採用 
 廃棄物処理業務が中心となる当組合の独自事情がある中でも、女性職員の採用の機

会を確保する観点から、採用試験において、採用試験受験者の女性割合３０パーセン

トを目標とする。 
 

 ２ 継続就業について 
  育児等を理由に公務員を中途退職し、キャリアの中断がないように、職場環境を整

え、女性職員の離職率２０パーセント以下を目標とする。 
 
 ３ 長時間勤務関係及び年次休暇の取得率 
   長時間勤務の状況について、超過勤務を縮減できるよう、効率的な業務執行等の取



組の人事評価結果への反映ができるように努める。 
   年次休暇を取得しやすいように、業務の効率性を高め、年次休暇の取得率３０パー

セント以上を目標とする。 
 
４ 管理職における女性職員の割合 
  管理職における女性職員の割合を設定することは困難なため、現状の管理職未満の

女性職員の割合２０パーセントの維持に努める。 
 
５ 配置及び評価関係 
  女性職員の状況に配慮した人事運用に努める。 

育児休業を取得したことのみにより、昇給、昇任または人事評価へ不利な影響を与

えないような評価者の意識を醸成する。 
 
６ 男女の育児休業取得率・平均取得期間 
 女性職員の育児休業取得率は、８０パーセント以上を目標とし、男性職員について

は、一人でも多く育児休業が取得できるような職場の風土づくりに努める。 
 
７ 男性職員の配偶者出産休暇等の取得率・平均取得日数 
 男性職員の配偶者出産休暇・育児参加のための休暇の取得率について、８０パーセ

ントを目標とする。 
 
 
 

 


